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生殖を巡る倫理

• 生殖補助医療を巡る問題は生命倫理領域では定番。

• しかし日本の生命倫理の教科書にリプロダクティブ・ヘルス＆
ライツの視点はなく、フェミニスト的観点も欠如している状況。

• 生殖を巡る倫理は、より幅広い視野で捉えられるべき。

• 「医療倫理」に生殖の諸問題が押し込められている状況は、早
く変わった方がよい。



日本における生殖を巡る問題

• 優生保護法下での優生上の理由に基づく不妊化（約25000件）。

• 妊娠した技能実習生に対する、中絶や帰国の強要。
⇒ 孤立出産した実習生が死体遺棄で起訴され有罪判決に（熊本地裁）。

• そもそも堕胎罪が140年前から存続。

• 母体保護法は中絶に不合理な条件を課す。

• 中絶薬がいまだに承認されない。緊急避妊薬のハードルも高い。

• トランスジェンダーの法的な性別変更に不妊化を課す法律。
⇒ 欧州）2016年には23カ国に不妊化要件あり。2020年には12カ国に。

考えるべき生殖をめぐる倫理問題は無数にある。
生命倫理学者の仕事なのでは？



生殖と社会正義（１）

https://www.nytimes.com/2021/03/11/nyregi
on/birth-centers-new-jersey.html
（2021年3月11日のニュース）

・アメリカでは、妊娠に関連する黒人
の妊婦の死亡率が白人の４倍（2019年
の調査データ）。ニュージャージー州
では７倍。
・病院での出産が黒人女性たちによっ
てむしろ危険視されており、バースセ
ンターへのニーズが増加。
・訓練を積んだ黒人の助産師が
出産を手助けする。

https://www.nytimes.com/2021/03/11/nyregion/birth-centers-new-jersey.html


生殖と社会正義（2）

https://www.bbc.com/news/health-59248345
（2021年11月11日のニュース）

・UKでは、黒人女性が出産時に死亡す
る確率が白人の4倍。アジア系では2倍。
（2017-2019年の調査データ）

https://www.bbc.com/news/health-56889861
（2021年4月28日のニュース）

・UKでは、黒人女性が流産を経験する
確率が他集団よりも40％高い。（今年
発表のデータ）



生殖と社会正義（３）

https://www.afpbb.com/articles/-/3326102



生殖の倫理を考えること

• 生殖には、社会の中の様々な力学が流れ込んでいる。

⇒ 健康な子どもを産ませ、健康でない子ども（不良な子孫）
を産ませまいとする国家の思惑。

⇒ 避妊や中絶を管理し、（主には）女性の身体の統合性を
脅かす文化や法・制度。

⇒ トランスジェンダーの妊娠能力を奪い、同性カップルの子
育てを制約する法・制度。

• 生殖について考えるとは、社会正義について考えること。

⇒ 生殖を通して、社会全体のことが見えてくる。



生殖の正義（Reproductive Justice）

• リプロダクティブ・ライツの状況を社会正義の観点から考える
フレームワーク ⇒ Reproductive Justice

• 産まない権利、産む権利、安全で尊厳ある環境で子育てをする
権利が、社会不正義によってどのように奪われているのか？

⇒ 政策的な不妊化を強いられ、家族形成を妨げられてきた
有色の女性たちから生まれた運動・理論枠組み。

⇒ 社会正義について考えることで生殖の倫理を考える。

⇒ 女性差別のみならず、人種差別、障害者差別、トランス
ジェンダー差別、外国人差別、等々…

※ 優生保護法改悪を巡る運動を通して、そうした視点は日本にも
歴史的にあったはず… このあたりもきちんと現代の文脈に繋ぎたい。



一緒にやりたいです

• 生殖にまつわる倫理的な問題として、日本の生命倫理領域で
家族形成だけが議論され続けている状況をもっと開きたい。

⇒ 優生思想やそれに基づく不妊化、RHRRを正面から
議論する研究がもっと存在してもよいはず。

・生命倫理学会には、そういう広い視野から生殖の倫理を
論じられる場所であってほしい。

※ 昨日のシンポジウム03の水野さんの報告とても面白かったです



受賞論文に関連して

イングランドのCOVID-19 患者のうち、最も重症化した集団の
５人に１人がワクチンを打っていない妊婦だった

https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/11/england-pregnant-women-unvaccinated-
covid/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=wp_main  （2021年10月11日のニュース）



妊婦の健康をどのように守るか？

• 妊婦集団はCOVID-19の重症化リスクが非常に高い。

• 各国政府は現在、妊婦へのワクチン接種を推奨している。

• 接種を勧奨できるのは、妊婦にもワクチンが有効、かつ安全だ
ということが分かっているから。

• しかし妊婦に対するワクチンの安全性は、誰かが研究しなけれ
ば分からなかったはずのこと。

⇒ どこかの妊婦が被験者になったからこそ安全性が検証できた。

• 妊婦を使った研究をしなければ、妊婦集団は危険にさらされ続
けていたことに。



2020年3月

・CAMTは、2015年から活動している、妊婦と授乳中の女性の研究参加
をすすめる医学者や研究者組織２０あまりでなる連合体。
・FDA長官とNIH長官に声明文を出した。



CAMTが訴えたこと

• 妊婦と授乳中の女性がCovid関係の治療法やワクチン開発のた
めの研究に包摂されるようにせよ。

• それを実現するためにあなたちの権威を用いよ。

•「女性を研究から守るのではなく、研究を通じて女性たちを守
ること。この文化的なシフトが必要なのだ。」



CAMT声明の後

Reuters
(https://www.reuters.c
om/article/us-health-
coronavirus-vaccines-
pregnancy-
idUSKCN24W1NZ)
（2020.7.31）

STAT
（ https://www.statnews.
com/2020/09/28/pregnan
cy-lactation-no-reason-
exclude-women-covid-19-
drug-vaccine-trials/）
（2020.9.28）



臨床研究からの妊婦の排除の歴史 (US)

• FDAガイドラインは1977年以来、妊娠可能性のあるすべての
女性は研究に入れるべきでないとする考え方を採用した。
→ 妊婦などもってのほか。

• 2019年に改正コモンルールが施行されるまで、妊婦は
vulnerable populationとして位置づけられてきた。
⇒ 妊婦の研究包摂には正当化が必要だが、排除には正当化が必要ない、

と解釈され続けてきた。

• 排除のきっかけは、サリドマイドとDESの薬禍。

• ある研究によれば、Clinical.govに登録された2011～2012年の
企業の資金による研究のうち、95％が妊婦を排除していた。



皮肉な結論

「皮肉なことに、胎児を研究に係るリスクから守るため
に妊婦を研究から除外しようとするというその努力は、
研究されていない臨床的介入から女性とその胎児とが
より大きなリスクを受けることにつながっており、
また、特に妊婦のために作られた治療的選択肢の欠乏
という事態を招いている。」（Goldkind 2010, p.2242）



妊婦の包摂への動き（US）

• 2009年からSecond Wave Project が始動。

⇒ 産婦人科医であり生命倫理学者でもある Dr. Lyerlyらが
始めた、草の根の運動。

• 「妊婦も病気になるし、病気の人も妊娠する。」

• NIH内に1994年に設置されたORWH（Office of Research on 
Women’s Health）も、妊婦の包摂をテーマにしたワーク
ショップを2010年には開催。

⇒ 2008年～2013年頃にかけて無数の論文も書かれる。
⇒ 妊婦の研究包摂は大きなムーブメントに。



妊婦の研究包摂

• 2018年にはFDAが 妊婦包摂のためのガイドラインを発出。
→ 妊婦のinclusionではなくexclusionにむしろ正当化が

必要である、との認識が共有されていく。

• 2018年、合衆国保健福祉長官（HHS）への提言を行うべく集め
られた専門家集団（PRGLAC）がレポートを提出。
→ 2000年代後半からの議論の集積。
→ NIHの公式見解としても採用されている。



なぜ妊婦で積極的に研究すべきなのか

①：妊婦の健康を守るため。

②：歴史的に研究から排除してきた結果、妊婦集団にわるい
保健状態を強いてきたという状況をただすため。

⇒ 不正義の矯正

③：製薬企業に研究開発を任せている限り、補償リスクや利
益率を考慮して一向に妊婦集団での研究は進まない。

⇒ 政策的な後押しが必要。



査読を通して考えたこと

• 女性（母体）と胎児の利害を切り離す発想が未だに根強い。

⇒ 1973年のロウ判決以降のプロライフVSプロチョイスという
対立枠組み、およびそれに加担してきた生命倫理学者たち。

• 安全性と有効性が確認されていないドラッグに妊婦たちが晒され
続けている状況が、果たして「胎児」にとって安全なのか？

• 適用外処方を被るリスクと、研究者たちの目が届くところで臨床
研究に参加するリスクを天秤にかけた女性たちもいたはず。

• 妊娠中に女性の病気が悪化することは新生児にとっても悪いはず。

• 草の根の運動を通して研究包摂が拡がっていったという歴史的経
緯は重んじられるべき。



今後の研究へ

• 1990年代中盤からの女性の研究包摂の流れと、60～70年代の
女性解放運動（第二波フェミニズム）の流れを、運動と理論の
レベルで接続したい。（今は宙に浮いている）

• 医学研究を社会のなかのより広い権力分布のなかに位置づけた
うえでその倫理を考える視角を研究倫理の内部に持ち込みたい。

• 日本にフェミニスト生命倫理学を定着させたい。

• 生殖の正義の観点からバリバリ論文を書きたい。

• 研究倫理領域で日本語で読める理論的な論文が少なすぎるため、
後進のためにも少しでも多く論文を書いておきたい。


